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子育て世帯を応援！ 

令和７年度　保育所・幼稚園等の給食費負担を軽減します 
（月最大1,000円補助） 

 
 

　市では、物価高騰の影響等を踏まえ、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、認可保育所、
認定こども園、幼稚園に通うこどもの給食費の一部（一人あたり月最大１,０００円）を補助します。 

 
 
記 
 

 
（１）補助対象 
 
　　以下のすべてを満たすこども 
　　　・舞鶴市内の認可保育所、認定こども園、幼稚園を利用しているこども 
　　　・保護者が給食費を実費負担している３歳以上のこども 
 
 
（２）補助金額 
 
　　こども１人につき　最大　月1,000円 
　　　※利用施設で定められた給食費の月額が1,000円未満の場合は、その額が補助金額となります。 
　　　※月の途中で入園した場合は、翌月分からが補助対象となります。 
 
 
（３）補助対象期間 
 
　　令和７年４月分〜令和８年３月分 
 
 
（４）補助の方法　等 
 
　　・保護者の方による手続きは不要です。 
　　・施設から保護者へは、各施設で定められた給食費から補助額を差し引いて請求されます。 
　　・上記で差し引かれた補助額は、市から施設へ支払います。 
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